母　子　グ　ル　ー　プ
１　検査事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　２５４，０５２千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　２４５，６９７千円

（１）先天性代謝異常等検査事業

　　　フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常症、先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低下症を早期に発見し、早期に適切な治療を行うため、新生児を対象とした血液によるマス・スクリーニング検査を実施　した。

　　　検査対象疾病　　先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形成症、ガラクトース血症、アミノ酸代謝異常症、有機酸代謝異常症、脂肪酸β酸化異常症、その他のアミノ酸代謝異常症、その他の有機酸代謝異常症及びその他の脂肪酸β酸化異常症

　　　検査委託機関　　大阪母子医療センター

対象者　　大阪府内（大阪市及び堺市を除く）で出生した新生児で検査を希望するもの

・実施状況　　
	年　　度
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度

	検　査　件　数
	123,300
	117,174
	114,616

	
	先天性代謝異常症
先天性副腎過形成症
先天性甲状腺機能低下症
	40,046
42,650
40,604
	38,014
40,844
38,316
	37,066
39,484
38,066

	異常発見数（患者数）
	76(37)
	61(31)
	66(18)


○根拠法令等　厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知

大阪府先天性代謝異常等検査事業実施要綱
　　（２）新生児マススクリーニング検査に関する実証事業（国庫補助金、補助率1/2）
国の令和５年度補正予算で、「新生児マススクリーニング検査に関する実証事業」が創設された。
大阪府では、令和６年３月より実証事業に参画し、国の実証事業の対象となる２疾患についても公費負担で検査を受けられる環境整備に取り組んだ。
検査対象疾病　　重症複合免疫不全症、脊髄性筋萎縮症

　　　検査委託機関　　大阪母子医療センター

対象者　 大阪府内（大阪市及び堺市を除く）で出生した新生児で検査を希望し、国の実証事業への参画へ了承したもの。

・実施状況　　
	年　　度
	令和5年度
	令和6年度

	検　査　件　数
	2,263
	35,084

	
	重症複合免疫不全症及び
脊髄性筋萎縮症
	2,263
	35,084

	異常発見数（患者数）
	1(0)
	10(1)


○根拠法令等　こども家庭庁成育局長通知

大阪府先天性代謝異常等検査事業実施要綱
２　障がい・難病児等療育支援体制整備事業（国庫負担金、補助率1/2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　９，７２０千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　５，０７９千円

　　　

保健所において、身体障がい児や慢性疾患児とその家族に対して、専門相談や保健師等による訪問指導、患者・家族交流会を実施するとともに、地域での総合的な支援体制づくりを推進した。

・実施状況（被指導実人員）

	年　　度
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度

	身体障がい児の療育

指導人数（重複あり）
	専門相談・訪問指導
	６５７
	７９４
	７３０

	
	患者・家族交流会
	３０
	２４
	２９０

	慢性疾患児の療育指導人数（重複あり）
	専門相談・訪問指導
	１，２７１
	１，３７４
	１，２３０

	
	患者・家族交流会
	１６８
	２７９
	２９０


　　　　　

　　

○根拠法令等　児童福祉法
３　不妊対策事業（性と健康の相談センター事業等）（国庫補助金、補助率1/2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　１７，３４７千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　１７，３４７千円

不妊等に悩む人々の身体的・精神的負担の軽減及び適切な情報提供を図るため、不妊・不育・流死産等に関する専門的な相談窓口等の整備を行うとともに、総合的な支援のあり方について関係者による協議を行った。
なお、令和元年12月から、大阪市との共同運営により相談機能の拡充を図り、令和５年度からはプレコンセプションケアを推進するため、性・生殖にまつわる相談支援及び情報提供の機能を追加した。

（１）　「不妊・不育にまつわる電話・面接相談」の実施

　　　・実施方法：（一財）大阪府男女共同参画推進財団に委託

　　　・相談件数
	年　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	電　　話
	４１２
	４３４
	３９９

	面　　接
	４４
	２２
	２６

	計
	４５６
	４５６
	４２５


（２） 情報提供事業

「性と健康の相談センター」ホームページの運営

（3） 不妊セミナーやサポートグループ等の実施

（4） 性・生殖にまつわる相談支援の実施

（5） 不妊・不育に悩む人のためのカウンセリング、グリーフに関する相談支援の実施
（6） 里親・養子縁組制度の啓発
（7） 行政・医療・民間支援機関等によるネットワーク会議の開催
４　不育症検査費用助成事業（国庫補助金、補助率1/2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　２，７００千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　１，２１８千円
令和６年度に研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、検査に要する費用の一部を助成した。
・助成内容：流産検体を用いた遺伝子検査を実施する医療機関として、管轄の地方厚生局に届出を行い承認された保険医療機関において実施される１回の対象の検査に係る検査費用につき上限６万円まで助成。
	年　　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	申請件数
	０
	４
	２１

	承認件数
	０
	４
	２１


５　母性保護対策事業

　　母体保護法第１５条第１項の規定に基づき、受胎調節実地指導員の指定を行った。

　　　実施状況

　　（１）指定件数

	年　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	府保健所扱い分
	２０
	１０
	１８

	大阪市　　〃
	１１
	８
	１０

	堺市　　　〃
	７
	１
	２

	豊中市　　〃
	２
	１
	３

	高槻市　　〃
	４
	２
	１

	枚方市　　〃
	４
	２
	１

	東大阪市　〃
	５
	３
	２

	八尾市　　〃
	３
	４
	２

	寝屋川市　〃
	０
	０
	０

	吹田市　　〃
	０
	３
	０

	計
	５６
	３４
	３８


　　（２）受胎調節実地指導員指定等手数料（府保健所現金収入分を除く）

	年　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	指定手数料
	4,000円
	36件
	144,000円
	24件
	96,000円
	26件
	104,000円

	指定証訂正手数料
	2,400円
	7件
	96,800円
	3件
	7,200円
	3件
	7,200円

	指定証再交付
	2,800円
	0件
	0円
	1件
	2,800円
	1件
	2,800円

	標識交付手数料
	3,100円
	0件
	0円
	1件
	0円
	0件
	0円

	標識再交付
	2,500円
	0件
	0円
	0件
	0円
	0件
	0円


○根拠法令等　母体保護法

大阪府衛生行政事務手数料条例

６　医療費の公費負担事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　 １８０，８８９千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　１５１，５８０千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成２５年度に自立支援医療費（育成医療）支給事業及び未熟児養育医療給付事業は市町村へ事務を移管されたが、負担金として医療費に要する費用の１／４を支出した。

○根拠法令等　障害者総合支援法（負担率：国　１/２、府　１/４、市町村　１/４）

○根拠法令等　母子保健法（負担率：国　１/２、府　１/４、市町村　１/４）

７　児童虐待発生予防対策事業（国庫補助金、補助率1/2）

　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　７，７７５千円

　　　決　算　額　　７，７７５千円

予期しない妊娠・出産に悩む妊婦等の社会的ハイリスク妊婦に対し、電話相談やメール相談により情報提供や必要な支援に繋ぐ等、妊婦の孤立化を防ぎ、児童虐待予防に資すること目的に「にんしんＳＯＳ」相談事業を実施した。

・にんしんＳＯＳ相談実績
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実件数
	１，３７６
	８２９
	６４９

	延べ件数
	２，１２０
	１，２９８
	９６６


８　周産期医療対策事業

　　府内における安定的な周産期医療体制を確保するために、大阪府医療計画に基づいた周産期緊急医療体制の整備をはじめ、周産期医療体制の整備・充実を図った。

(1) 周産期医療体制整備事業（国庫補助金・地域医療介護総合確保基金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　１５６，９４５千円

　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額  　１５６，９４５千円

低出生体重児など重症新生児や重篤な妊産婦の集中治療施設を有する専門医療機関へ緊急に搬送し、適切な医療が受けられる体制（産婦人科診療相互援助システム（ＯＧＣＳ）及び新生児診療相互援助システム（ＮＭＣＳ））を確保するため大阪府医師会に補助を行った。

　　　 また、国の周産期医療対策事業実施要綱に基づく周産期医療ネットワーク整備、周産期医療関係者に対する研修、啓発普及、調査・研究を大阪府医師会に委託した。

かかりつけ医をもたない未受診妊産婦等の産婦人科救急搬送を休日・夜間等に受け入れる体制を（一社）大阪府医師会に委託し、当番制により医療機関を確保した。

　

周産期緊急医療活動実績（ＯＧＣＳ及びＮＭＣＳによる受入実績）

	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	３，４３７件
	３，２０２件
	３，２９２件


(2) 周産期母子医療センター運営事業（国庫補助金、補助率10/10）
　　　予　算　額　　１，０４５，９８６千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　　　６１９，９６０千円

　　 高度専門的な周産期医療を効果的に提供する体制を整備することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの一環として、周産期母子医療センターの運営費に対し、助成を行った。

（3）周産期緊急搬送コーディネーター設置事業（国庫補助金、補助率1/2等）
予　算　額　　３９，０２４千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決　算　額　　３９，０２４千円

　　  府内の緊急搬送が必要なハイリスク妊産婦の搬送先調整を担う専任医師をコーディネーターとして大阪母子医療センターに配置し、緊急搬送の円滑化に努めた。

９　旧優生保護法一時金・補償金等請求受付・相談等支援事業（国庫負担金、補助率10/10）
　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　１１，２０１千円

　　　決　算　額　　　９，５６８千円

「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時金請求や「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく補償金等請求及びこれに係る相談を受け付けるとともに、請求内容の調査や支給対象となりうる方へ情報が届くよう積極的な周知・広報を行った。
１０　妊産婦メンタルヘルスネットワーク構築事業（国庫補助金、補助率1/2）
　　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　１１，０３０千円

　　　決　算　額　　　９，６０４千円

多岐にわたる妊産婦のメンタルヘルスの課題に対し、地域で安心して出産・育児ができる支援体制を構築するため、大阪母子医療センターに妊産婦等のメンタルヘルス支援に関するコーディネーターを配置し、相談・コーディネート業務及びネットワーク連携会議や事例検討会の開催等、精神科医療機関や産婦人科医療機関、地域の関係機関と連携したネットワーク体制の構築を図った。

